
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則を公布する。 

  平成２６年９月３０日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則 

（京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部改正） 

第１条 京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を次のように改正する。 

  第２条第５項本文中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律第１４条第１項」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項」に改

め，「附則第４条第１項に規定する支援給付」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法

律第１０６号。以下この項において「改正法」という。）附則第２条第１項若しくは第２

項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第１項に規定する

支援給付若しくは改正法附則第２条第３項に規定する支援給付」を加える。 

（京都市社会福祉奨学基金条例施行規則の一部改正） 

第２条 京都市社会福祉奨学基金条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  第８条第２号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律第１４条第１項」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項」に改め，

「附則第４条第１項に規定する支援給付」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律

第１０６号。以下この号において「改正法」という。）附則第２条第１項若しくは第２項

の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第１項に規定する支

援給付若しくは改正法附則第２条第３項に規定する支援給付」を加える。 

  別記様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に改め，同様式注３中「中国残留邦人

３１



等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第１項」を「中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第１４条第１項」に改め，「附則第４条第１項に規定する支援給

付」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号。以下「改正法」という。）

附則第２条第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた同法に

よる改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律第１４条第１項に規定する支援給付若しくは改正法附則第２条第３項に規定する支

援給付」を加える。 

（京都市昼間里親規則等の一部改正） 

第３条 次に掲げる規則の規定中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律第１４条第１項」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１

項」に改め，「附則第４条第１項に規定する支援給付」の右に「又は中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成

２５年法律第１０６号。以下この表において「改正法」という。）附則第２条第１項若し

くは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第１項に

規定する支援給付若しくは改正法附則第２条第３項に規定する支援給付」を加える。 

   京都市昼間里親規則別表備考８ 

   京都市知的障害者措置費徴収規則別表第１備考３ 

   京都市老人福祉措置費徴収規則別表第２備考４ 

   京都市身体障害者措置費徴収規則別表第１備考３ 

   京都市小規模保育規則別表備考８ 

（京都市心身障害者扶養共済事業条例施行規則等の一部改正） 

第４条 次に掲げる規則の規定中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律第１４条第１項」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１

項」に改め，「附則第４条第１項に規定する支援給付」の右に「又は中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成



２５年法律第１０６号。以下この号において「改正法」という。）附則第２条第１項若し

くは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第１項に

規定する支援給付若しくは改正法附則第２条第３項に規定する支援給付」を加える。 

   京都市心身障害者扶養共済事業条例施行規則第５条第１項第１号 

   京都市私道整備助成金交付規則第９条第１項第２号 

   京都市地域水道の管理に関する条例施行規則第１３条第３項第１号 

   京都市特例児童扶養資金の償還の免除に関する条例施行規則第２条第１号 

   京都市敬老乗車証条例施行規則第４条第１項第２号 

（京都市立幼稚園の保育料及び入園料の減免の取扱いに関する規則の一部改正） 

第５条 京都市立幼稚園の保育料及び入園料の減免の取扱いに関する規則の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律第１４条第１項」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項」に改め，「附則第

４条第１項に規定する支援給付」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６

号。以下この条において「改正法」という。）附則第２条第１項若しくは第２項の規定に

よりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第１項に規定する支援給付若

しくは改正法附則第２条第３項に規定する支援給付」を加える。 

（京都市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正） 

第６条 京都市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  第６条第４号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律第１４条第１項」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項」に改め，

「附則第４条第１項に規定する支援給付」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律

第１０６号。以下この号において「改正法」という。）附則第２条第１項若しくは第２項

の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円



滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第１項に規定する支

援給付若しくは改正法附則第２条第３項に規定する支援給付」を加える。 

  第１号様式（表面）中「あて先」を「宛先」に改め，同様式（裏面）注２中「中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第１項」

を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項」に改め，「附則第４条第１項に規定する

支援給付」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号。以下「改正法」と

いう。）附則第２条第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた

同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律第１４条第１項に規定する支援給付若しくは改正法附則第２条第３項に規定

する支援給付」を加える。 

  第２号様式，第３号様式及び第４号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

（京都市母子及び寡婦福祉法施行細則の一部改正） 

第７条 京都市母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を次のように改正する。 

  第１号様式（裏面）注２中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律第１４条第１項」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項」

に改め，「附則第４条第１項に規定する支援給付」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５

年法律第１０６号。以下「改正法」という。）附則第２条第１項若しくは第２項の規定に

よりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第１項に規定する支援給付若

しくは改正法附則第２条第３項に規定する支援給付」を加える。 

（京都市老人デイサービスセンター条例施行規則等の一部改正） 

第８条 次に掲げる規則の規定中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律第１４条第２項第４号」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下

この号において「法」という。）第１４条第１項に規定する支援給付」に，「附則第４条

第２項において準用する場合を含む。）」を「附則第４条第１項に規定する支援給付又は



中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を

改正する法律（平成２５年法律第１０６号。以下この号において「改正法」という。）附

則第２条第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた同法によ

る改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律（以下この号において「改正前の法」という。）第１４条第１項に規定する支援給付若

しくは改正法附則第２条第３項に規定する支援給付を含む。）を受けている者のうち，法

第１４条第２項第４号」に改め，「介護支援給付」の右に「（改正前の法第１４条第２項

第４号に規定する介護支援給付を含む。）」を加える。 

   京都市老人デイサービスセンター条例施行規則第３条第４号 

   京都市特別養護老人ホーム条例施行規則第１条第２号 

   京都市老人短期入所施設条例施行規則第１条第５号 

附 則 

 この規則は，平成２６年１０月１日から施行する。 

（保健福祉局生活福祉部地域福祉課） 

 

 


